
別添2　指定管理自転車駐車場一覧

自転車 原付 合計 自転車 原付 合計 自転車 原付

小      本 小本 95 2 97 95 2 97 59 0 10 　 不要 不可

荒      子 荒子 166 7 173 166 7 173 138 0 5 不要 可

南  荒  子 南荒子 114 4 118 114 4 118 64 1 3 不要 不可 管理人ボックスは指定管理者の判断により使用可。

中島西 223 0 223 223 0 223 108 0 不要 不可

中島南 143 9 152 143 9 152 118 2 4 不要 可

名古屋競馬場前北 225 11 236 180 10 190 180 2 0 不要 可

名古屋競馬場前南 265 12 277 265 12 277 193 4 5 不要 可

荒子川公園 荒子川公園 473 15 488 473 15 488 383 5 10 不要 可

稲      永 稲永 482 14 496 482 14 496 394 6 8 不要 可

野      跡 野跡 42 4 46 42 4 46 32 0 0 不要 可 管理人ボックスは指定管理者の判断により使用可。

春      田 春田 645 13 658 540 13 553 504 7 10 不要 可
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春      田 春田 645 13 658 540 13 553 504 7 10 不要 可

笠寺西 658 23 681 658 23 681 345 2 15 不要 不可
日本ガイシホール修繕工事に伴い、指定期間当初に駐車場の一部が使用でき
ない可能性あり。詳細は別途協議するものとする。
管理人ボックスは指定管理者の判断により使用可。

笠寺東 694 32 726 694 32 726 377 4 15 不要 可

大高北 180 21 201 180 21 201 57 0 0 不要 可

57 0 57 57 0 57 45 0 不要 可 旧大高第二。

33 0 33 33 0 33 0 0 不要 不可 旧大高第五。

160 0 160 160 0 160 0 0 不要 可 旧大高第三。

315 48 363 315 48 363 291 16 20 不要 可 旧大高西。

大高東 120 0 120 120 0 120 50 0 0 不要 可
新幹線工事のため、指定期間当初の半年程度は代替地で自転車を受け入れる
ことになる予定。機器の設置は工事終了後現在の場所が再度使用可能になって
から順次行うものとし、詳細は別途協議するものとする。

神　宮　前 神宮東 713 30 743 713 30 743 450 19 15 ○ ○ （26） 不要 可

大江東 260 10 270 260 10 270 147 2 不要 可

大江南 89 5 94 89 5 94 89 3 10 不要 可

大同町北 209 0 209 209 0 209 132 0 4 ○ 不要 可
名鉄駅舎と合築であるため、消防用設備等点検については、名鉄施設点検分を
受託した事業者へ委託すること。
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笠　　　寺

大高西

大高交番西

大同町南 0 15 15 0 15 15 0 2 0 不要 不可

柴田北 351 0 351 351 0 351 160 0 8 ○ 不要 可
名鉄駅舎と合築であるため、消防用設備等点検については、名鉄施設点検分を
受託した事業者へ委託すること。

柴田南 21 7 28 21 7 28 3 3 0 不要 不可

鳴海西 695 77 772 695 77 772 512 34 15 不要 可

391 23 414 391 23 414 255 9 12 不要 可 旧鳴海第二。

236 34 270 236 34 270 236 13 0 不要 可 旧鳴海第三。

431 0 431 431 0 431 123 0 0 不要 可 旧鳴海第四。

烏　　　森 烏森 207 4 211 207 4 211 156 1 2 不要 可

高畑西 264 14 278 264 14 278 216 1 0 不要 可

高畑東 1,129 37 1,166 1,129 37 1,166 1,129 15 10 ○ ○ （26） 不要 可

八田北 109 0 109 109 0 109 4 0 0 要 可

八田西 910 15 925 910 15 925 715 8 10 不要 可

八田東 364 6 370 364 6 370 309 2 5 不要 可
開場時間は地下鉄の運行時間帯に合わせること（大晦日は終夜開場）。
浸水の恐れがあるとき、土のうを設置すること。

池下 209 14 223 209 14 223 76 4 0 ○ （27） 要 可 管理人ボックスは指定管理者の判断により使用可。

千種警察署南側の路外駐車場を含む。

鳴海東
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八　　　田
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池下駅南 465 15 480 333 15 348 104 0 20 不要 可

千種警察署南側の路外駐車場を含む。
光熱水費の支払いは、建物管理者からの請求 による。
開場時間は地下鉄の運行時間帯に合わせること（大晦日は終夜開場）。
浸水の恐れがあるとき、止水板を設置すること。

覚　王　山 覚王山 128 8 136 70 8 78 47 4 10 不要 可

一社北 221 10 231 216 4 220 82 0 0 不要 不可

一社西 303 23 326 303 23 326 264 14 5 不要 可

311 0 311 165 0 165 140 0 5 ○ ○ （26） 不要 可 旧一社第三。

74 15 89 74 15 89 4 3 不要 不可 旧一社第四。

上　　　社 上社 826 50 876 819 50 869 528 30 5 要 可 開場時間は地下鉄の運行時間帯に合わせること（大晦日は終夜開場）。

165 55 220 165 55 220 30 23 要 可
旧本郷第一。
平成28年度下期に地下鉄橋脚補修工事の計画があり、一部が使用不能となる。
詳細は別途協議するものとする。

314 9 323 314 9 323 267 3 要 可 旧本郷第二。

54 0 54 54 0 54 0 0 要 不可 旧本郷第五。

65 0 65 65 0 65 44 0 要 可 旧本郷第三。

107 29 136 65 29 94 56 6 6 不要 可 旧本郷第四。
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黒川 440 0 440 440 0 440 292 0 10 ○ （27） 不要 可

黒川西 447 14 461 447 14 461 444 9 10 不要 可

黒川東 27 0 27 27 0 27 27 0 0 要 可

志賀本通北 144 0 144 140 0 140 140 0 0 不要 可

志賀本通南 307 20 327 307 20 327 169 1 10 不要 可

平安通北 24 23 47 24 23 47 24 5 5 　 要 可

平安通南 456 0 456 456 0 456 239 0 5 ○ ○ （27） 要 可

大曽根駅東 650 0 650 650 0 650 440 0 10 ○ ○ （27） 不要 可
開場時間は地下鉄の運行時間帯に合わせること（大晦日は終夜開場）。
浸水の恐れがあるとき、止水板を設置すること。

大曽根北 1,205 17 1,222 630 17 647 406 5 30 不要 可

大曽根JR南口 255 0 255 255 0 255 176 0 0 不要 可

黒　　　川

平　安　通

志 賀 本 通

大曽根JR南口 255 0 255 255 0 255 176 0 0 不要 可

大曽根南 308 4 312 150 4 154 53 1 不要 可

大曽根駅西 322 34 356 322 34 356 322 8 30 不要 可

光熱水費の支払いは、建物管理者からの請求 による。
定期区分のうち24台分をオズガーデンの自転車駐車場としているため、指定管
理者から名古屋まちづくり公社に対し請求を行う必要がある。
開場時間は地下鉄の運行時間帯に合わせること。
浸水の恐れがあるとき、止水板を設置すること。

ﾅｺﾞﾔﾄﾞｰﾑ前矢田 ナゴヤドーム前矢田駅 226 15 241 226 15 241 170 6 15 ○ ○ （27） 不要 可
開場時間は地下鉄の運行時間帯に合わせること（大晦日は終夜開場）。
浸水の恐れがあるとき、止水板を設置すること。

砂　田　橋 砂田橋 294 6 300 294 6 300 193 3 5 不要 可

茶屋ヶ坂西 694 19 713 694 19 713 425 6 10 要 可

茶屋ヶ坂東 200 4 204 207 4 211 84 0 0 不要 路外のみ可 路上部分は許可転換予定あり。

自由ヶ丘北 151 7 158 151 7 158 115 1 0 不要 可

自由ヶ丘南 104 9 113 104 9 113 72 3 15 不要 可

本山駅 262 21 283 262 21 283 123 3 12 ○ ○ （27） 不要 可
開場時間は地下鉄の運行時間帯に合わせること（大晦日は終夜開場）。
浸水の恐れがあるとき、止水板を設置すること。

本山北 77 0 77 77 0 77 77 0 5 不要 可

本山西 302 20 322 302 20 322 122 5 10 不要 可

本山東 89 8 97 89 8 97 50 0 5 要 可
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本山東 89 8 97 89 8 97 50 0 5 要 可

名 古 屋 大 学 名古屋大学駅 83 25 108 83 25 108 21 5 10 ○ ○ （27） 不要 可 浸水の恐れがあるとき、止水板を設置すること。

八事日赤西 35 4 39 35 4 39 0 0 0 不要 可

八事日赤東 31 4 35 31 4 35 6 2 0 不要 不可

総合リハビリセンター北 111 14 125 111 14 125 64 2 5 不要 可

総合リハビリセンター南 30 6 36 30 6 36 7 0 0 不要 不可

田辺通西 112 10 122 112 10 122 110 3 10 要 可

田辺通東 45 0 45 45 0 45 33 0 0 要 可

八勝通 26 0 26 26 0 26 26 0 0 要 不可

新瑞橋駅 427 0 427 292 0 292 149 0 10 ○ ○ （25） 不要 可
開場時間は地下鉄の運行時間帯に合わせること（大晦日は終夜開場）。
浸水の恐れがあるとき、止水板を設置すること。

落合橋 104 0 104 104 0 104 104 0 0 不要 不可

新瑞橋東 75 0 75 75 0 75 53 0 5 不要 可

102 28 130 112 18 130 99 12 0 不要 不可 旧新瑞橋第一。

126 0 126 126 0 126 126 0 0 不要 不可 旧新瑞橋第二。

堀田北 533 21 554 535 21 556 168 8 30 不要 可

堀田南 408 21 429 408 21 429 193 6 0 不要 可 管理人ボックスは指定管理者の判断により使用可。

新瑞橋南

八 事 日 赤

総合ﾘﾊﾋﾞﾘｾﾝﾀｰ

新  瑞  橋

瑞穂運動場東

堀　　　田
堀田南 408 21 429 408 21 429 193 6 0 不要 可 管理人ボックスは指定管理者の判断により使用可。

337 12 349 366 12 378 349 5 18 不要 可 旧伝馬町第一。

89 0 89 89 0 89 18 0 0 不要 可 旧伝馬町第二。

上飯田北 216 5 221 216 5 221 82 1 5 不要 可

上飯田南 126 3 129 126 3 129 11 2 2 不要 可

小　　　幡 小幡 520 13 533 270 13 283 157 2 6 不要 可
集合住宅の地下部分を使用しており、共益費（月額47,000円）を支払う必要があ
る。
開場時間は鉄道の運行時間帯に合わせること。

伝馬町

上　飯　田

伝　馬　町
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1,254 45 1,299 1,254 45 1,299 1,185 22 15 不要 可 旧上小田井北。

23 0 23 23 0 23 23 0 0 不要 可 旧上小田井第四。

84 0 84 85 0 85 84 0 6 不要 可 旧上小田井第五。

上小田井東 381 0 381 381 0 381 345 0 0 不要 可

上小田井南 751 31 782 751 31 782 400 16 10 不要 可

グリーンプラザ前 216 21 237 216 12 228 172 3 9 要 不可 料金徴収機は現在のものを継続使用すること。

庄内緑地公園北 714 5 719 714 5 719 387 0 0 不要 不可 料金徴収機は現在のものを継続使用すること。

庄内緑地公園西 98 0 98 98 0 98 5 0 0 不要 可

庄内通西 346 10 356 303 10 313 303 1 15 不要 可

庄内通東 749 10 759 749 10 759 386 0 35 ○ ○ （27） 不要 可

い り な か いりなか 50 10 60 50 10 60 17 3 5 要 可 駅周辺に必ず管理事務所を設置すること。

鶴
舞
線

庄内緑地公園

上小田井北

上 小 田 井

庄　内　通

い り な か いりなか 50 10 60 50 10 60 17 3 5 要 可 駅周辺に必ず管理事務所を設置すること。

八      事 八事駅 252 36 288 252 36 288 180 11 5 ○ ○ （25） 不要 可
開場時間は地下鉄の運行時間帯に合わせること（大晦日は終夜開場）。
浸水の恐れがあるとき、止水板を設置すること。

原　（建物部分） 619 0 619 619 0 619 433 0 10 ○ ○ （26） 要 可
開場時間は地下鉄の運行時間帯に合わせること（大晦日は終夜開場）。
建築物点検は隔年1回実施すること。

原　（その他） 68 87 155 68 87 155 68 29 10 不要 可

平       針 平針 644 48 692 600 48 648 410 38 12 ○ ○ （26） 要 可
開場時間は地下鉄の運行時間帯に合わせること（大晦日は終夜開場）。
建築物点検は隔年1回実施すること。

吹上北 218 19 237 218 19 237 132 6 3 ○ ○ （27） 不要 可
開場時間は地下鉄の運行時間帯に合わせること（大晦日は終夜開場）。
浸水の恐れがあるとき、止水板を設置すること。

吹上南 218 7 225 218 7 225 53 0 3 ○ ○ （27） 不要 可
開場時間は地下鉄の運行時間帯に合わせること（大晦日は終夜開場）。
浸水の恐れがあるとき、止水板を設置すること。

御器所駅 382 0 382 382 0 382 213 0 10 ○ ○ （25） 不要 可
開場時間は地下鉄の運行時間帯に合わせること（大晦日は終夜開場）。
浸水の恐れがあるとき、止水板を設置すること。

御器所東 368 30 398 368 30 398 211 5 10 不要 可  

桜      山 桜山駅 423 0 423 423 0 423 219 0 10 ○ ○ （25） 不要 可
開場時間は地下鉄の運行時間帯に合わせること（大晦日は終夜開場）。
浸水の恐れがあるとき、止水板を設置すること。

瑞穂区役所 瑞穂区役所駅 248 0 248 248 0 248 176 0 10 ○ ○ （25） 不要 可
開場時間は地下鉄の運行時間帯に合わせること（大晦日は終夜開場）。
浸水の恐れがあるとき、止水板を設置すること。

瑞穂運動場西 瑞穂運動場西 151 15 166 151 15 166 69 2 8 不要 可

桜  本  町 桜本町駅 259 0 259 259 0 259 96 0 10 ○ ○ （26） 不要 可
開場時間は地下鉄の運行時間帯に合わせること（大晦日は終夜開場）。

吹      上

御  器  所

原

桜  本  町 桜本町駅 259 0 259 259 0 259 96 0 10 ○ ○ （26） 不要 可
開場時間は地下鉄の運行時間帯に合わせること（大晦日は終夜開場）。
浸水の恐れがあるとき、止水板を設置すること。

鶴　　　里 鶴里 181 6 187 176 6 182 118 3 5 不要 可

野並駅 802 0 802 802 0 802 802 0 15 ○ ○ （26） 不要 可
開場時間は地下鉄の運行時間帯に合わせること（大晦日は終夜開場）。
浸水の恐れがあるとき、止水板を設置すること。

野並東 977 122 1,099 760 122 882 254 28 20 ○ ○ （26） 不要 可

34 8 42 34 8 42 34 2 0 不要 不可 旧鳴子北第一。

203 0 203 203 0 203 52 0 0 不要 可 旧鳴子北第二。

相川西 40 0 40 40 0 40 0 0 要 可

相川東 33 0 33 33 0 33 0 0 3 要 可

312 20 332 312 20 332 78 20 4 不要 可 旧相生山第一。

142 0 142 142 0 142 142 0 0 不要 可 旧相生山第二。

44 0 44 44 0 44 9 0 要 可
旧相生山第三。
1回利用を設置すること。

204 0 204 204 0 204 103 0 3 不要 可 旧相生山第四。

神沢北 218 0 218 218 0 218 85 0 0 不要 可

神沢南 175 10 185 175 10 185 96 8 10 不要 不可

桜
通
線

相生山北

野      並

相生山南

相　生　山

神　　　沢

鳴　子　北

鳴子北

※１　「障害者」とは、規則第4条第1項第2号から第6号に該当する者のことをいいます。

※２　建築物・建築設備点検欄のかっこ内の数字は、直近の建築物点検実施年度です。


